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船舶事故調査報告書 

 

                              令和４年１月２６日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

                         委   員  田 村 兼 吉 

                         委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 乗揚（のり
．．

養殖施設） 

発生日時 令和３年２月２８日 １６時４０分ごろ 

発生場所 三重県鈴鹿市千代崎港南東方沖 

 千代崎港南防波堤灯台から真方位１６１°１,３５０ｍ付近 

（概位 北緯３４°５０.６′ 東経１３６°３７.４′） 

事故の概要 プレジャーボートHANABUSA
ハ ナ ブ サ

は、北北東進中、のり
．．

養殖施設に乗り揚

げた。 

のり
．．

養殖施設は、網等に切損を生じた。 

事故調査の経過 令和３年３月１０日、本事故の調査を担当する主管調査官（横浜事

務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

プレジャーボート HANABUSA、４.１トン  

２３５－５１５５４三重、株式会社英幸 

８.４８ｍ（Lr）×２.８７ｍ×２.０３ｍ、ＦＲＰ 

ガソリン機関２基、３８２.４kＷ（合計）、平成２６年１０月 

 乗組員等に関する情報 船長 ４８歳 

一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士 

 免許登録日 平成２２年５月１３日 

 免許証交付日 令和２年７月２０日 

        （令和７年７月１９日まで有効） 

乗組員Ａ ４９歳 

二級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

  免許登録日 平成１１年９月３日 

  免許証交付日 令和元年８月３０日 

         （令和６年９月２日まで有効） 

 死傷者等 なし 

 損傷 のり
．．

養殖施設 網等に切損 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 南東、風力 ２、視程 良好 

海象：海上 平穏 

 事故の経過 本船は、船長及び乗組員Ａが乗り組み、同乗者２人を乗せ、三重県

四日市市のマリーナ（以下「本件マリーナ」という。）に帰港する目



- 2 - 

的で、三重県津市のマリーナを令和３年２月２８日１６時２０分ごろ

出航した。 

本船は、レーダー及びＧＰＳプロッターを作動させ、手動操舵で、

約１３.４ノットの対地速力で北北東進した。 

船長は、１６時３０分ごろ、休憩する目的で陸岸から離れた場所に

おいて、千代崎港東方沖ののり
．．

養殖施設（以下「本件養殖施設」とい

う。）に注意するよう申し継いだ後、乗組員Ａと操船を交代し、船尾

方の椅子に腰を掛けた。 

 乗組員Ａは、本件マリーナ東側にある三重県川越町の火力発電所の

煙突（以下「本件煙突」という。）を船首目標として、主に目視で見

張りを行いながら、同じ速力で航行を続けた。 

乗組員Ａは、以前夏場に水上オートバイで千代崎港東方沖を航行し

た際、本件養殖施設が設置されていなかったので、船首方に見えた黄

色の旗の付いた浮標を避けた後、他に浮標が見えず、本件養殖施設の

外側にいると思い、本件煙突を船首目標として目視のみで同じ針路、

速力で航行していた。 

本船は、１６時４０分ごろ、乗組員Ａが、船首至近に白い浮標を多

数認め、「あっ」という声を出し、機関を中立運転としたが、本件養

殖施設に乗り揚げた。 

船長は、乗組員Ａの声で本件養殖施設に乗り揚げたことを知り、操

船を乗組員Ａと交替して機関を前進と後進を繰り返したが脱出できな

かった。 

本船は、船長が本件マリーナに本事故の発生を連絡し、連絡を受け

た本件マリーナから海上保安庁に本事故発生の通報が行われ、来援し

た海上保安官が乗船した漁船により救助され、１９時００分ごろ千代

崎港に回航された。 

（付図１ 事故発生経過概略図、付図２ 事故発生経過概略図（拡

大）、写真１ 本船（同型の船） 参照） 

 その他の事項 船長は、平成２２年５月に小型船舶免許を取得して、約１０年７か

月の乗船経験を有しており、千代崎港東方海域の航行経験は豊富だっ

た。 

乗組員Ａは、平成１１年９月に小型船舶免許を取得し、主に水上オ

ートバイで千代崎港東方海域の航走をしていたものの、プレジャーボ

ートの操船経験はほとんどなかった。 

乗組員Ａは、本船のレーダー及びＧＰＳプロッターの適切な操作方

法を知らず、本件煙突を目標に目視で航行していたので、千代崎港東

方沖の陸岸付近を航行していることに気付かなかったと本事故後に思

った。 

乗組員Ａは、本事故当時、黄色の旗の付いた浮標を見た際、同浮標

が本件養殖施設の区画を示すものであり、その外側を航行すれば良い
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と思い込んでおり、また、本件養殖施設の網には白色の小さい浮標が

付いていたものの、太陽光の海面反射で見えていなかったことを本事

故後に知った。 

本件養殖施設は、鈴鹿漁業協同組合が管理しており、浮標で固定さ

れた浮き流し式漁法で、陸岸約３００ｍから約２,３００ｍ沖までの

間に設置されており、約１００ｍ間隔で水面から約３ｍの高さの竿に

養殖施設を示すのぼりをつけて囲まれていたものの、海面上に浮遊し

ているのり
．．

網が見えづらいものであった。 

愛知県及び三重県沿岸の本件養殖施設やわかめ養殖施設海域は、海

上保安庁のインターネット情報で、秋から春にかけて設置された同施

設の調査状況が提供されている。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

なし 

なし 

 本船は、千代崎港東方沖を北北東進中、乗組員Ａが、船首方に見え

た黄色の旗の付いた浮標を避けた後、ほかに浮標が見えず、本件養殖

施設の外側にいると思い、本件煙突を船首目標として目視のみで、同

じ針路、速力を保持して航行したことから、本件養殖施設が設置され

た千代崎港東方沖の陸岸付近に接近していることに気付かず、本件養

殖施設に乗り揚げたものと考えられる。 

乗組員Ａは、夏場に水上オートバイで千代崎港東方沖を航行した

際、本件養殖施設が設置されていなかったことから、船首方に見えた

黄色の旗の付いた浮標を避けた後、ほかに浮標が見えず、本件煙突を

船首目標として目視で航行したものと考えられる。 

船長は、休憩する目的で乗組員Ａと操船を交替する際、本件養殖施

設に対する注意喚起をしたことから、乗組員Ａが本件養殖施設を避け

て航行することができると思ったものと考えられる。 

原因  本事故は、本船が千代崎港東方沖において、北北東進中、乗組員Ａ

が、船首方に見えた黄色の旗の付いた浮標を避けた後、本件養殖施設

の外側にいると思い、本件煙突を船首目標として目視のみで、同じ針

路、速力を保持して航行したため、千代崎港東方沖の陸岸に接近して

いることに気付かず、本件養殖施設に乗り揚げたものと考えられる。 

再発防止策 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え 

られる。 

・操船者は、ＧＰＳプロッター等の航海計器の操作に習熟し、付近

にのり
．．

養殖施設が存在する場合、目視のみに頼らず、それらの航

海計器を活用して自船位置を把握し、同養殖施設から十分に距離

を離して航行すること。 

・操船者は、出港前に海上保安庁のインターネット情報などで航行
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する海域の養殖施設の設置状況を把握するなど、水路調査を十分

に行うこと。 

・操船者は、操船を申し継ぐ際、海域を安全に航行するのに必要な

危険な目標、予定針路及び速力等を確実に引き継ぐこと。 
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 付図１ 事故発生経過概略図 
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付図２ 事故発生経過概略図（拡大） 

 
 

 

                写真１ 本船（同型の船） 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              


